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研究開発支援資金認定について
【3月1日付2件】  

 

 県中小企業融資制度の「研究開発支援資金」について、令和 2 年度において、 

3 月 1 日付で 2 件認定しましたのでお知らせします。 

 

1.認定案件一覧 

認定者
事業所

所在地
研究開発計画概要

社会保険労務士法人
アウルス

香芝市
労務監査チェックシステムの優位性をより強固にする
ための、追加機能システムの開発

株式会社

ツバサファクトリー
香芝市

小規模なAIサービスに向けた低コストクラウドサーバ

の構築

2.研究開発支援資金について 

県内事業所で研究開発を行う中小企業者のうち、優れた研究開発計画を有すると

して県が認定したものについて、無利子･無保証料(※)で県制度融資を利用すること

が可能となる制度です。 

(※)･･･利子･保証料を全額県が負担します。 

 

対象者 

新製品や新サービスの提供等に向け、実証研究や試作品製造等の
研究開発を行うもののうち、優れた研究開発計画を有するものと
して知事の認定を受けたもの。 

※既に実用化されている技術の単なる利用や、基礎学問の研究は

含まない。 

融資限度額 5,000 万円 

資金使途 運転、設備、運転･設備 

保証期間 15 年以内(うち据置 5 年以内) 

貸付利率 0％ (全額奈良県が負担します) 

保証料率 0％ (全額奈良県が負担します) 

担保 必要に応じ徴求 

連帯保証人 原則、代表者を除き不要 

令和 3 年 3 月 5 日 

産業･観光･雇用振興部 地域産業課 金融支援係 

担当:古川、鎌田 

電話:0742-27-8807(ダイヤルイン),内線 3559 



3.優れた研究開発計画を有するものとは 

次のいずれかを対象 

 (1)審査会の審査で優れた研究開発計画を有すると判断されたもの 

  ①開発する技術または製品が新規性を有し一定の技術レベルを有する研究開発

計画であること 

  ②実現可能性のある研究開発計画であること 

 (2)「奈良県産業振興総合センター中期研究開発方針」の「第 4 中期研究開発方針」

の「1 基本方針」のうちの①から③に対応する以下のいずれかの研究開発計

画を有するもの。 

  ①グローバルニッチトップ企業の持続もしくは目指すための研究開発 

  ②新産業分野の創出･育成を目指した研究開発 

  ③核となる技術(コアコンピタンス)の形成を目指す研究開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


